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 このところ労働条件の不利益変更にかかわる相談が相次いでいる。以下、私が担当した

事案を紹介したい。 
 

【１ 某検査法人】 
 
○突然、2 段階降格を通告される！ 
 一番最初に相談を受けたのは、今年 2 月に行った街中労働相談会であった。Ａさんは、

製品検査の業務を行っている一般財団法人の課長職を務めているが、今年 4 月 1 日より 2
段階降格され、管理職から外されるという。もちろん、役職手当もなくなり、減給となる

ということだった。 
 Ａさんは最初弁護士に相談したが、弁護士の判断では「降格について裁判で争うのは難

しい」とのこと。つまり、勝てる見込みが立たないというのである。そこで、組合に加入

し、交渉していくこととなった。 
 Ａさんはさすが管理職。会社の規定一式（就業規則、給与規定等）を素早く入手し、か

つこれまでの経緯についても詳細にまとめていた。また、面談時の録音も抜け目なくされ

ていた。 
 さて、本題に入る前に法人が決めている査定方法、降格基準を以下紹介しておく。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
○団体交渉開始 

～特集～ 

労働条件の不利益変更 

【考課の手順】 

① 日常観察 第 1 次考課者は、能力及び意欲について日常観察記録を作成する。 

② 自己評価 被考課者は、考課基準に従い、考課区分別の人事考課表により自己評価を行

う。 

③ 第 1 次考課 第 1 次考課者は、日常観察記録をベースに、提出された人事考課表につい

て被考課者と面談を行い、第 1 次考課を行う。第 1 次考課は日常観察記録とともに第 2

次考課者に提出する。 

④ 第 2 次考課 第 2 次考課者は、第 1 次考課を尊重し、修正・承認を行う。 

⑤ 第 2 次考課の結果は、第 1 次考課者を通じて被考課者にフィードバックする。 

【降格基準】 

① 査定の評点は 2 点～14 点までの 13 段階 

② 直近 2 年の評点の合計が 12 点以下の者を降格候補者とし、経営会議で判断。 
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3 月 12 日から団体交渉開始。組合からは主に査定手続きのいい加減さを追及した。法人

は詳細に査定方法等を規定しているが、実際にはほとんどそれに沿った査定などしていな

かったのである。上記「考課の手順」に照らせば、「日常観察記録」も付けていないし、1
次考課の際の面談も行っていない。また、フィードバックもない。つまり、適正な考課な

どほとんどやっておらず、要は上司のさじ加減というのが実態であった。交渉の結果、法

人側も査定手続きに不備があったことは認めた。 
その上で、組合は、Ａさんの降格の判断について、今年 3 月までの査定はなかったもの

とし、今年 4 月 1 日以降 2 年間の査定でもって判断することを要求した。なお、過去 2 年

分の査定見直しということになれば、給与についても見直しが必要となるが、これについ

て今回は要求を保留した。法人が降格にかかる組合要求を受け入れるのであれば、あえて

給与の見直しまでは求めないということにしたのである。また、Ａさんは管理職というこ

とで残業代を一切支払われていなかった。管理職と言っても、Ａさんは労基法上の管理監

督者には該当しない。したがって、未払い残業代も請求可能であったが、これも保留とし

た。要求を降格の撤回一本に絞ったのである。 
数回の団交と事務折衝の後、法人からは以下のような妥協案が提案された。 
 
 
 
 
 
Ａさんの昨年度の査定の評点が 6 点であったことから、今年度の査定の評点が 7 点以上

であれば、来年度の降格はない。結果として、組合の要求通り、今年 4 月以降の査定でも

って、今後のＡさんの降格を検討することになるということである。 
組合としては、法人の提案について、「法人が名を取り、組合が実を取る」という提案で

はないかと推測している。つまり、今年度のＡさんの査定の評点について 7 以上とするこ

とを暗黙の前提とし、組合の要求を実質的には受け入れるが、法人としても社内説得のた

めの名分がほしいということだと考えている。 
 
○今後の交渉 
 もっとも、今のところ、それは単なる推測にすぎない。安易に会社の提案に乗るわけに

はいかない。仮に今年度のＡさんの査定が 6 以下であった場合には再度会社と構えること

となる。それゆえ、次回の交渉で会社からの確約が得られない限り、仮に会社の提案を受

け入れるとしても、組合として担保（内容証明

で未払い残業代を請求しておく等）を用意して

おくことが必要になると考えている。 
 次回の交渉までははっきりしたことは言えな

いものの、当初の目標であった「2 段階降格の

撤回」ということについてはほぼ達成できたと

言えるのではないか。 

① 今年度は降格しない。 
② 今年度の査定結果が出るまでは、組合も給与見直しの要求や残業代請求を保留して

もらいたい。 
③ 今年度の査定結果次第では、交渉を再開する。 
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【２ 某アパレル会社】 
 最初に相談を受けたのは、ゴールデンウィー

クに入る直前の 5 月 2 日。Ｂさんは長らくアパ

レル関係で働いてきた方で、Ｘ社には山梨県に

ある工場の所長として中途採用された。1 年契

約の嘱託社員という形であった。Ｂさんが所長

に就任したころは、内部の人間関係がもつれに

もつれていて、それが大きな原因となって生産

性も上がらず、赤字が続いている状態であった。Ｂさんは在任 1 年半程の間に班の組み直

し等業務の改善等を進め、生産性を向上させ、数字でも実績を上げてきた 
ところが、昨年 11 月に社長が工場を訪れた際に、「これからは地元の人でやっていく。

あなたは外れてほしい」と言われた。Ｂさんが「私はどうすれば良いのですか？」と尋ね

ると、社長は「何か事業を考えて提案してください」と答えたということである。唐突な

配置転換の理由は定かではないが、どうも工場の社員が社長にクレームを入れたようであ

る。また、Ｂさんが色々と実績を上げていることについて、前任者等のやっかみもあった

ようである。Ｂさんはやむなく配置転換を受け入れ、今年 1 月から本社の別部署で勤務す

ることとなった。しかも、契約期間は従来 1 年であったものを半年契約（2015 年 5 月 31
日まで）とされ、年棒も 50 万円も減額された。 

Ｂさんの配置転換先は、これからＯＤＭ、ＯＥＭに本格的に取り掛かろうとしていた部

署で、まだ軌道に乗っているとは言えないところであった。Ｂさんはまずその部署の機構

作りから始めなければならず、とても実績をあげられる状態ではなかった。また、業務の

性質上も、十分な「種まき」をして一定期間後にようやく実績が上がってくる業務であっ

て、即効的に実績をあげられる業務ではなかった。それにもかかわらず、会社はＢさんが

期待したような実績をあげていないということで、今年 5 月末で契約を打ち切ると通告し

てきたのである。 
Ｂさんが自分で会社と交渉したところ、会社は年棒をさらに 100 万円下げるということ

であれば、来年 1 月 20 日まで契約を更新すると言ってきた。Ｂさんはこの会社の提案に

対して相当迷ったそうであるが、発端となった工場の所長からの配置転換も含めて納得で

きないことが多すぎたことから、組合に加入して交渉していくことに決めた。 
ゴールデンウィーク明けに組合加入通知と団体交渉申し入れを行い、5 月 21 日に団体交

渉開催。会社側は役員等 10 人以上がぞろぞろと顔を並べた。交渉では、山梨県の工場の所

長からの配置転換に遡って配置転換の不当性を追求しつつ、少なくとも年棒を現状維持の

上、契約更新するよう要求した。会社側も、どうやら正面から争う気はなかったようで、

結局 100 万減額と現状維持の間を取る形で、年棒 50 万円の減額と来年 1 月 20 日までの契

約更新ということで合意が成立した。第 1 回目の団交で即決の決着。 
もっとも、これで終わりではない。来年 1 月 21 日以降の契約更新とその際の労働条件

の問題が待っている。Ｂさんも働き続けることを希望しているのであれば、十分そのこと

を念頭に置き、組合との連絡を密にとっていただきたい。 
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大阪北部の信用金庫で役職定年制度がある銀行での事例です。この役職定年制度規程の第

３条で、「役職定年制の基準は原則として次の通りとする。ただし、上位役職者に準ずるもの

として金庫が認めたものについては、役職定年年齢を考慮する場合があり、その間は専任職

を留保する者として処遇する。」とあります。つまり役職定年により支店長・副支店長で無く

なり、専任職になり給与が下がる。ただし、上位役職者が認めたら、支店長・副支店長のま

までいられる、という。 
 この規定適用で、支店長であったＡさんは専任職と業務命令を受けた。給与関連で９３６，

０００円／年（７８，０００／月）、賞与で３２７，０００円／年２回で、合計１，２６３，

０００円の減額となりました。その上、役職定年後も留保者（支店長、副支店長のまま）の

方が圧倒的に多く、選考基準も明らかにされていません。 
 もちろんＡさんに専任職になるといったことに対する理由説明はありません。金庫側の言

い分は「役職定年制による専任職」となっただけというものです。 
Ａさんは、支店長時代の支店成績・業績もトップクラスであったので納得がいかなかった

わけです。それと、支店長時に部下の女性が業務指示に従わなかったことに対して、叱責し

たことがありました。その女性の両親が金庫を訪問し、コンプライアンス委員会の委員と話

をしたということのみが思い当たることでした。金庫上層部は何か対応を決めたようである

が、Ａさんに対して一切の説明をしていません。 
いずれにしても、Ａさんは、裁判判例や事例記載の書物を読んでみたが金庫の処置が納得

いかず、もやもやしていたのです。 
それで組合に相談に来られたのです。団体交渉の場で、質問書に対する金庫の文書回答を

得ています。上記、コンプライアンス委員会の内容は、団体交渉においても金庫は明らかに

していません。 
初回の組合からの質問事項に対する、金庫側の回答は以下の通りです。 
①Ｑ：役職定年者は専任職（担当副部長）になるが、留保者（支店長、副部長）の人数は。        

Ａｎｓ：専任職 １２名、留保者 ４２名 
②Ｑ：専任職か留保者かの具体的判断は。 Ａｎｓ：金庫が認めたもの（具体性は答えず！） 
③Ｑ：Ａさんの２０１０年２月時で、どの様な基準・判断で専任職となったか。 
   Ａｎｓ：能力、実績その他の事情を勘案し、総合的に判断しました。 
④Ｑ：給与の大幅な変更は当然不利益変更です。当該者の同意が必要と思いますが。 
   Ａｎｓ：給与規定に基づいて賃金を支給しているため、個別同意を得る必要はない。 
⑤Ｑ：専任職から支店長・副部長への復帰事実はありますか。Ａｎｓ：回答いたしかねま

す。 
⑥Ｑ：支店長・副部長に復帰できない基準・評価、復帰できる基準・評価を示してくださ

い。 

５４才役職定年制による支店長解任、大幅減額に対し 

「支店長の地位にあることの確認」裁判中！ 
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   Ａｎｓ：能力、実績その他の事情を勘案し、総合的に判断して決定しています。 
⑦Ｑ：Ａ組合員の復帰できない理由はなんですか。 
   Ａｎｓ：Ａの能力、実績その他の事情を勘案し、総合的に判断した結果です。 
⑧Ｑ：金庫のいう女性の部下に対するコンプライアンス問題で、両親が訪問した時の資料

をすべて公開してください。    Ａｎｓ：資料の開示は応じかねます。 
 
 現在、Ａさんは、団体交渉や組合をへて得た資料も活用し、大阪地裁で「支店長の地位確

認」を求めて係争中です。 
 

定年再雇用後の労働契約法２０条に基づく団体交渉も！ 

また、６０才定年後の継続雇用をした後の問題として、業務の責任性や業務内容をめぐっ

て労働契約法２０条問題を取り上げた団体交渉を行っています。 
 

 
 
 ６月１０日、金庫に出した要求書は以下の通り。 

 

要 求 書 

 

１、１６６万７５００円を支払うこと。 

組合員Ａ氏が嘱託職員となった２０１４年１１月１日から２０１５年６月末日までの業

務実態が嘱託職員になる以前と同様でノルマ・目標設定を行い、そのノルマ・目標を達成

していることを貴社も認めていることから、その働きに応じた上記特別手当として支払い

を求める。 

現在の支給額１７万+５万円／月を、１７万+２０万円とする。差額１５万円×８ヶ月分

＝１２０万円と、賞与２回分〈１回分は（2.4－1ヶ月）×１７万、6月支給分は（2.4－1.05

ヶ月）×１７万、賞与差額合計＝４６７，５００円。〉 

２、組合員Ａ氏の嘱託職員としての本給・職務手当（合計２２万円）に見合う業務内容、業

務責任等を明記した雇用契約書を再発行すること。特に現職である場合は、「ノルマ・目標

設定は行わない。またその責任は問わない。」を明記すること。 

 

報告 ＭＵ書記長 仲村実 
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 Ｔ学院は、障がい児の入所施設等を運営している社会福祉法人である。 
Ｉさんはこの法人が運営している施設で 20 年近くパートとして勤務してきた。 
 Ｉさんが初めて組合に相談に来たのは、パートの労働条件が悪すぎるということであった。

Ｉさんは勤続も長く、保育士の他様々な資格も持っており、職場でもリーダー的な存在であ

った。それにもかかわらず、パートということで賃金は時給 900 円ほど。あまりにもひどい

ということで相談に来たのである。 
一方、正職員もサービス残業だらけ。日勤からそのまま夜勤に入ったり、夜勤明けからそ

のまま夕方まで働くということも当たり前のように行われていた。しかも、一人夜勤で休憩

時間等ないにもかかわらず、仮眠時間という名目でまともに賃金を支払われない。そうした

状況から、正職員も含めて労働組合を作ろうという話も出ていたそうである。 
 Ｉさんの組合加入後、Ｉさんの賃上げを要求して団体交渉を幾度となく行ったが、法人側

はパートだからという理由だけで、要求に対してまともに向き合おうとすらしない状況が続

いた。労働委員会のあっせんにまでかけたが、法人はあっせんに応じながらゼロ回答。これ

には労働委員会もあきれていた。一方、Ｉさんの働き掛けで正社員も含めて数人が組合に加

入。正社員の労働条件についても手掛け始めたが、これも一向に改善しなかった。 
 障がい児施設ということもあり、Ｉさん他の組合員も、何よりも子供たちに迷惑をかけて

はならないという気持ちが強かった。そのため、強硬なことは控えて 2 年間ほども粘り強く

交渉を続けたが、いよいよそれも限界になった。そこで、ついにＩさんともう一人の正職員

の組合員が労基署に未払い賃金の支払いを求めて申告。労基署は法人に対し、2300 万円もの

未払い賃金支払いを指導したのであった。 
 法人としては、この辺りから組合排除に動き始めたのかもしれない。その後しばらくは小

康状態が続いたが、2012 年夏頃、法人はＩさんに対して勤務時間帯の変更を求めてきた。そ

れまでＩさんは午前 9 時から午後 5 時までの勤務であったが、早出・遅出も入るようにと求

めてきたのである。そして、勤務時間帯の変更に応じないのであれば契約を更新しないと通

告してきたのである。Ｉさんは家庭の事情もあり労働時間帯の変更を拒否した。 
 一方、2012 年 4 月頃より、Ｉさんは入所者から繰り返し暴行を受けるようになった。障

がい児施設と言っても、18 歳以上の男性入所者もいる。Ｉさんは、そうした入所者の一人か

ら髪をつかんで引きずり回されたり、殴られる等の暴行を受けるようになったのである。こ

れに対して、組合は繰り返し安全配慮をするように申し入れたが、法人は適切な対応を取ら

ず、むしろＩさんに問題があるかのような発言を繰り返した。その結果、Ｉさんはメンタル

不調をきたし、2013 年 2 月から休職を余儀なくされた。 
 こうした中、法人は 2013 年 3 月 31 日をもってＩさんを雇止めにした。理由は勤務時間の

変更に応じなかったということであった。なお、Ｉさんの雇止めに先立ち、2012 年 10 月に

は、別の組合員も解雇された。法人の中で中心的に組合活動をしていた二人が放り出された

のである。抗議行動をやることも検討したが、やはり子供たちに迷惑をかけてはならないと

解決報告 Ｔ学院 雇止め・安全配慮義務違反損賠裁判 
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いう思いが強く保留。そこで、Ｉさんのメンタル不調について労災申請するとともに、地位

確認と安全配慮義務違反についての損害賠償を求めて裁判で争っていくこととしたのである。 
 労災の認定を勝ち取った後、2013 年 10 月に大阪地裁に提訴し。その後 1 年半に及ぶ裁判

で、いよいよ証人尋問の期日を入れるところまできた。この段階での裁判官の心証は、①地

位確認は認める、②安全配慮義務違反については認めない、というものであった。ここで、

裁判官からの強い勧めで 2 度の和解協議を行い、円満退職を前提とした金銭和解成立となっ

た。判決まで行けば地位確認されるという見込みの下での和解であったことから、事実上の

勝利和解である。 
2013 年 3 月に雇止めされてから 2 年。Ｉさんにとって大変苦しい時間であったと思う。

また、最終段階まで復職を希望していたＩさんにとって必ずしも納得のいく解決ではなかっ

たかもしれない。ともあれ、Ｉさん自身が選択した道であり、これで区切りをつけて新たに

歩みだしていかれることと思う。                      （ＯＨ） 
 
 
 
 
 
私は、外資系のメーカ傘下の日本法人に勤務しています。 
今年の 1 月に 10 年に 1 回あるリフレッシュ休暇を２週間取得しミャンマーに 
旅行する前日に直属の課長から呼び出しを受けました。そこで、退職金を 18 ヶ月分プラ

スして出すので早期退職に応じるよう依頼がありました。私はいきなりの退職勧奨に頭が真

っ白になり、なんとか勤務継続できないものかと懇願しましたが、「今のあなたの業務はパー

トに置き換えるのであなたの業務はなくなる。他のセクションを当たってみたがあなたの受

け入れ先がないので、この早期退職プランに乗るしかない。」と言われました。当日は、一睡

もできず翌日旅立ちましたが、旅行自体、全く楽しめたものではありませんでした。 
 その後、5 回に渡り陰湿な退職勧奨を課長、本部長、人事部長から受け、精神的に相当参

っていました。そこで、以前お世話になって知っていた当組合に連絡を入れ、対応していた

だいた仲村書記長からは、団体交渉を申し入れるようアドバイスを頂きその通りに致しまし

た。 
 4 月に組合側から仲村書記長、Ｏ執行委員、私と、会社側から人事部長、人事スタッフの

計 5 人で団体交渉を行いましたが、会社側は、あっさりと退職勧奨を退けました。現状の私

の業務は続けてもらい、新しい業務が見つかれば異動させるという内容でした。団体交渉前

から、退職勧奨の退けを決定していたのは明らかでした。 
 今回お力になっていただいた、仲村書記長、Ｏ執行委員初め管理職ユニオンの方々には大

変感謝しております。 
 また、他の方へのアドバイスとして、組合に加入して会社から目を付けられたらどうしよ

うとか、いろいろ悩まずに団体交渉は早く行った方が良いと思います。退職勧奨を受けると

いうことはもう既に会社から目を付けられているのですから。 
                                 組合員 Ｈ  

解決報告～退職勧奨をはね返した！ 
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私は、６月２０日に定年を迎えました。２００１年６月１８日にユニオンに加入し、約

１４年間、会社と緊張関係を保ち、その間、幾度となく団体交渉を行いながら会社に踏み

止まり、ようやく一つの人生の節目を迎え、定年後の再雇用も果たすことが出来ました。                
  しかし、約一年前、私は定年後の再雇用は本当に果たせるのか不安でした。会社は再雇

用に際して、私にとって受け入れ難い労働条件（東京など遠隔地への勤務、現在と異なる

職種等）を提示し、私自身が再雇用を諦めざるを得ないようにするのではないかと考えた

のです。       
  その前兆として約２年前から、半期毎の評価はこれまでの評価「２」から最低評価「１」

となり、上司に抗議しましたが、受け入れられませんでした。その後も最低評価「１」が

続き、このままだと定年前に降格になってしまいます。「会社は現在の仕事の評価が低い事

を理由に、定年後再雇用は私にとって受け入れ難い労働条件を提示するのではないか？」。

そんな不安が消えず、私は定年の約一年前、闘うことを決意し、仲村書記長に「降格・定

年後の再雇用問題について、団体交渉を行いたい」と申し入れました。                           
  以下、降格・定年後の再雇用問題に向けて約１年間、会社と闘った主な経緯です。            
                                         
１．第１回団体交渉（２０１４年５月２０日）                         
・組合員Ｓの定年後の再雇用について、組合は会社に対して「現状の業務を継続して定年

後も引き続き勤務したい。」と要望した。                         
 
２．第２回団体交渉（同年９月３日）                           
・組合員Ｓの「２０１３年下期」のコンピテンシー評価が「１」だったことに対し、会社

に説明を求めた。しかし納得できる説明ではなかった。組合の仲村書記長（以下、書記

長という）が、『課長が評価「２」を付けたが、部長は評価「１」に変えた。何故、部長

が評価「１」に変えたのかその理由を明らかにして欲しい。説明できないのであれば、

当然、「２」か「３」に戻して貰う。』と申し入れた。これに対して、会社は調査して回

答すると返答した。書記長からの、「いつごろ、報告して貰えますか。」との質問に、会

社は「１０月、１１月ぐらい」との言い方で、具体的な日時は明言しなかった。団体交

渉終了後、組合員Ｓの定年後の労働条件について、定年後も引き続き、現在の職場、職

務で継続雇用する旨の要求書（回答期限は１２月３日午後５時とした）を会社側に手渡

した。                        
                                         
３．同年１２月３日午後５時になっても、会社から要求書の回答がなかった。組合は１２

月３日に文書で回答するよう督促したが、これに対しても回答がなかった。更に、９

月３日の団体交渉で約束した調査事項についても報告がなかった。                      

～解決報告～ 

府労委で和解し、定年（60 歳）後の再雇用を果たしました。 

ＩＴ会社Ｆに勤務（仕事は殆どしてないけど）するベテラン組合員 Ｓ 
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４．第３回団体交渉(同年１２月１８日) 
・その席で要求書の回答文書「要求書(2014 年 9 月 3 日付)について（回答）」を会社から

受け取った。内容は、「適切な職務提示をさせていただく予定です」というもので、具体

性のない不誠実なものだった。「２０１３年下期」評価の会社からの調査回答の説明は納

得できるものではなかった。書記長は会社に対して、『評価を「２」から「１」に変えた

部長を団体交渉に連れてきて納得できる説明をして下さい。それができなければ、評価

を「２」に戻して下さい。』と申し入れ、会社は「検討します。」と返答した。定年後再

雇用の労働条件については、会社は「検討中です」との不誠実な回答だった。次回の会

社からの回答時期については、団体交渉の最後に書記長は、「できれば、１月末を目途に

４つ（部長が団交に出席するか、或いは「２」に戻すかどちらかを検討する件、今回の

団体交渉で新たに発生した調査事項２件、定年後の具体的な職務提示の件）あるとお考

え下さい」と発言し、会社は「はい」と返答した。                           
                                         
５．２０１５年１月３１日、会社から組合へ「調査事項に関する結果について（回答）」が

ＦＡＸ送信されてきた。内容は「２０１３年下期評価」については、部長との面談に

変わり、評価「１」とした理由を文書で回答する」という不誠実な回答内容だった。

また、定年後の職務提示についても「組合員Ｓ氏のスキルを活かせる職務を検討する

段階です」という具体性のない引き伸ばしの不誠実なものだった。                             
                                         
６．同年２月２日、再度、組合からの文書「調査事項に関する貴社回答文書（２０１５年

１月３１日付）について」で、「２０１３年下期」評価について次回団体交渉での部長

の出席を求めた。また、職務提示については、２月１３日午後５時までに回答するよ

う求めた。             
                                         
７．同年２月１３日、会社から組合へ「調査結果への回答について（返信）」がＦＡＸ送信

されてきた。内容は、「２０１３年下期評価」について、部長が団体交渉に出席するか

どうかの返答には答えず、「あらためてご説明させていただきます。」という不誠実な

内容だった。また、職務提示についても、具体的な提示はなく、「３月上旬までに職務

提示させていただきます。」という不誠実な内容だった。                              
                                         
８．同年２月１６日、再度、文書「通知および回答要求書」で、組合が２０１４年９月１

４日に提出した要求書から、これまで、会社に対して、具体的な職務提示を行うよう

再三再四要請しているにも係らず、未だ具体的な提示を行わない会社の対応は、「不誠

実」であると通知し、再度具体的職務提示を２月２０日午後５時までに文書回答する

よう要求した。同時に文書で同年２月２４日～２６日の間に、団体交渉するよう申し

入れた。                  
                                         
９．同年２月２０日、会社から『「通知および回答要求書」および「団体交渉申入書」 に

ついて（回答）』がＦＡＸ送信されてきた。内容は、「具体的な職務提示をするための

準備をしております。」という不誠実な回答だった。また、団体交渉日も、「都合が合
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わないため、同年３月６日～３月１３日の間に行いたい。」という、約２週間も先送り

する不誠実な回答だった。        
                                         
10．同年３月１１日、大阪府労働委員会に不当労働行為の救済申し立て(不誠実団交）を行

う。同時に、会社から組合に定年後再雇用の職務提示書がＦＡＸで送られてくる。            
                                         
11．第４回団体交渉(同年３月１２日)                           
・会社側から定年後再雇用の職務提示の内容の説明を受ける。同時に「２０１３年下期の

評価」についても評価を「２」から「１」に変えた部長から説明を受けたが、またして

も納得できる説明ではなかった。                                
                                         
12．大阪府労働委員会第１回調査（同年４月７日）                      
・労働委員から「会社側に事前聴取したが、降格はないと言っている。」との説明を受ける。         
 また、「労使双方、和解するように。」との要請を受け、今後、労使双方、和解に向けて協

議を進める事で合意する。                             
                                         
13．第５回団体交渉(同年４月９日)                           
・会社側から再雇用の職務提示の内容について、組合からの質問事項の回答と、「２０１３

年下期の評価」について評価を「２」から「１」に変えた部長から再度説明を受ける。

その結果、上司の課長が部長に嘘の報告をした事が分かり、その報告を基に評価が「１」

になった事が判明する。       
                                         
14．大阪府労働委員会第２回調査（同年５月１３日）、第３回調査（同年６月１１日）            
・労使、和解に向けて進行中であることを報告する。                     
                                         
15．同年６月１６日、会社側と定年後再雇用の労働契約書（１年間の有期雇用契約）を締

結する。       
                                         
16．同年６月１８日、大阪府労働委員会に申し立ての「取下書」を提出する。              
                                         
  以上、無事、再雇用となりましたが、年収は会社の規定により、定年前の半分以下（月

収１７万円ですよ。トホホ・・・）になりました。勤務場所、勤務形態、仕事内容は定年

前とほぼ同じですが、仕事量は定年前（まともに仕事をさせてもらえなかったもので・・・）

に比べて大幅に増えそうです。（今まで鈍っていた頭と体が追いついて行けるか心配で

す・・・）。 1 年後、契約更新されるのかの不安もあります。                       
  ともあれ、約１年前に目標としていた、降格阻止と定年後の再雇用

は何とか達成できました。 仲村書記長には約１年間、多大なご尽力

を頂きまして誠に有難うございました。そして団体交渉等でご支援頂

いた組合員の皆様も本当に有難うございました。厚くお礼を申し上げ

ます。                         以上                              
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（解決報告） 保険代理店(株)G 組合員 YM さん（40 代男性） 

2010 年 10 月入社、正社員。損害保険・生命保険の募集人。3 月末、社長に対して他店に

移籍する意思を示したところ、「（業界から）抹殺する」等と脅されたため身の危険を感じて

即時退社。翌朝、有給休暇を申請すると「認めない、欠勤にする」と返答があり、さらには

顧客情報にアクセスできなくなるなど、嫌がらせと思われる出来事が続いたためユニオンに

相談。 

 

相談内容（2015年 4月 11日） 

①次の代理店に移籍する際、自分が担当していた契約を移管すること 

②移籍先で仕事を続けていく上で、妨害行為等の嫌がらせをさせないこと 

いずれも業界独特の事情が絡んできて難解なので、何度か事務所に足を運んでもらい丁寧

に説明を受けた上で団交に臨んだ。 

 

団体交渉（2015年 4月 22日） 

弁護士事務所で団交。弁護士は話を聞くだけ聞いて持ち帰ろうとしたが、今できる話は今

するよう要請し、議論に入った。事実認識について双方の認識には相違があるらしく、社長

は不満げであったが、要求事項の 2 点については承諾を得られた。ただ契約移管をするには

移籍先の代理店が決まっていなくては手続きが始められないとのことで、YM さんが移籍先

を早期に見付けるということで団交を終えた。 

 

団体交渉後 

メールでの遣り取りを中心に合意内容を練りつつ YM さんは転職活動を進めた。事実認識

には大きな隔たりがあり、感情面では不満も多々あったと思われるが、円満解決を第一に考

えるという会社側の対応もあり、YM さんも紆余曲折を経つつ移籍先が決まり、当初の要求

はいずれも満たされる形で、5 月 25 日付の合意書を交わし解決した。 
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 6月10日（水）～6月14日（日）の4日間、「日韓民主労働者連帯」というグループの訪韓団

に加えてもらって、韓国全羅北道（全北）の労働組合との交流を行ってきました。全羅北道（全

北）というのは、韓国の南よりの地域で、黄海に面しています。広大な平野が広がる穀倉地帯で

あるとともに、海岸には干潟が続いていて、農作物や海産物がとても豊かです。 
 

訪韓日程 

10日 ・関西空港→金浦空港 

・KTX（韓国の新幹線）で全州（全羅北道の道庁所在地）へ移動 

・全北本部主催の歓迎会 

11日 ・全北道検察前にて、「平和・平等のための韓日労働者宣言」発表記者会見 

・市民運動事務所訪問 

・全北本部にて、「平和・平等のための70年韓日労働者連帯討論会」 

・全教祖（韓国の教員組合）訪問 

・交流会 

12日 ・全州大の清掃労働者との懇談会 

・群山（全北の海岸沿いにある都市）支部訪問 

・GM群山工場見学安＆支会（全国金属労働組合）訪問 

・セウォル号追慕ろうそく集会参加 

・バス支会長（全国公共運輸労働組合連盟）宅でバーベキューパーティ。そのまま宿泊。 

13日 ・銭湯・サウナで休息 

・全州韓屋村観光、全州南部市場散策 

・KTXでソウルへ移動 

・夕食交流（全国建設産業労働組合連盟他） 

14日 ・ロッテデパート、南大門市場で買い物 

・金浦空港→関西空港 

 

 「日韓民主労働者連帯」というグループは、もう20年近くも韓国の労働運動との交流を続けて

いて、非常に強い信頼関係を培っています。もちろん、こうした関係を築くまでの苦労は並大抵

のものではなかったろうと思われます。ともあれ、訪韓団一行は、民主労総の全北本部の方々か

ら本当に至れり尽くせりの歓待をしてもらいました。歓迎会や交流会で出していただいた料理の

美味しいこと。あひる鍋や、海鮮鍋、バーベキュー等、連日の御馳走とビール・焼酎で胃が休ま

る暇がない状態でした。 

～報告～ 

6 月 10 日～14 日 韓国全羅北道の労働組合との交流 

Ｋ、ＯＨ 
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   もっとも、食べ物の写真と話だけでは報告にならないので、以下、主な訪問先での様子と

感想を書かせていただきます。 

●「平和・平等のための韓日労働者宣言」発表記者会見 
さて、今回の訪韓のメインテーマは、安倍首相の戦後70年談話に対抗して、日韓の労働者が「平

和・平等のための韓日労働者宣言」を発表すること。事前の打ち合わせ等の時間が十分取れなか

ったこともあり、日本側、韓国側それぞれが宣言文を準備し、別々に出すということになりまし

た。訪韓 2 日目の午前に行った宣言文発表と記者会見には、日本で言えばＮＨＫにあたるＫＢＳ

が取材に来ており、全北日報という新聞にも大きく掲載されました。 

●市民団体事務所訪問 
全部で4つの市民団体が共同使用している事務所を訪れました。インターネット新聞、反原発、

米軍基地・平和問題等に取り組んでいる市民団体ということ。少し古いビルの１階を借り切って

事務スペースと会議室を構えていました。民主労総とも緊密に協力しているようでした。 

●全北本部 
傘下組合員３万人ということ。組合事務所は相当な広さで、事務スペース、応接室、会議室を

備え、専従職員を数名置いているということ。組合役員は全員作業服ないし組合のチョッキ着用

で、スーツ姿は一人もいませんでした。ここで、宣言文についての討論会を行ったのですが、残

念ながら私は言葉がわからないので、話についていけないところも多々ありました。 

●全教祖訪問～全北で３０００名。 
組合員数は全北で 3,000 名とのこと。全教祖は、つい先日最高裁判決で法外組合とされたとい

うことです。理由は解雇された教員を組合員としているためということ。大変な時に訪問したこ

とになります。訪問時にちょうど全国書記長会議開催中。法外組合とされたため、在職専従に対

し職場復帰命令が出されているが、これを拒否するか否かを検討しているということでした。拒

否すれば懲戒免職もありえます。危機的な状況だと思われますが、腹をくくっているのか、組合

役員の人たちは割合平然としている様子でした。 
なお、韓国では、日本の教育委員会に当たる組織の長（教育監）を、任命制から公選制に切り

替えさせたそうです。教育監は教員の人事権（採用、懲戒）など強大な権限を持っているのです

が、全国１７名の教育監の内、１５名が朴政権の教育政策に反対しているそうです。 
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●全州大学清掃労働者との交流会 
全州大学が清掃業務を委託している会社に雇用されている労働

者です。全州大学と会社の委託契約で人員削減が行われたことか

ら、労働組合結成。その後、この会社が経営に行き詰まり倒産。

労働者たちは全州大学の学長室を占拠する等激しい闘争を展開し、

①全州大学に対し、新会社との委託契約の条件として、前会社の

労働者雇用を入れさせる。②・全州大学に対し、休憩室使用を認

めさせる。③新会社に対し、業務時間中の組合活動を認めさせる。

④在籍専従を認めさせる。⑤有給休暇の上乗せを認めさせる等の成果を上げてきたそうです。 

●GM工場見学～金属労組連盟GM支部群山工場支会との交流 
工場見学は、会社が行っている一般の見学でした。車体加工はほとんどロボットだけでやって

おり、人の姿はありません。私は自動車工場というものを初めて見学しましたが、オートメーシ

ョン化の激しさにびっくりさせられました。 
工場ではヨーロッパ向け生産を行っていますが、GM がヨーロッパ販売網を放棄したため、生

産は半減。かつては昼夜２交代制で稼働していたけれど、現在は昼間のみになったそうです。そ

れに伴い、人員も削減。多くの非正規が雇止めされ、正社員も他工場に配置転換されたとのこと。

今後、群山工場自体閉鎖の可能性もあるとのことでした。 
１９９７年の IMF危機で、外国企業が安値で韓国企業を買いたたき、技術を取得し、利益を回

収した時点で、売却・撤退するということが多発しているということでした。まさにハイエナ資

本が食い散らかしている状態です。 

●セウォル号追慕 ろうそく集会 
公園にテントを設営して、400 日を超えているということでした。当日の集会参加者は４０人

くらいでしょうか、音響設備等も設置していました。なお、電源はどうしているのかと聞くと、

近くの電線から引っ張ってきているとのこと。たくましい限りです。 
 
今回の訪韓を通じて、「韓国の労働運動に学ぶ」ということの具体的意味を考えさせられました。

「学ぶ」ということは、少なくとも何らかの実践を伴わなければならないと思います。私がいる

立ち位置から何ができるのか。例えば、全州大学清掃労働者の闘い。～彼らは、全州大学が清掃

会社に業務委託し、その清掃会社が雇用している労働者です。彼らは雇用関係もない全州大学の

学長室を長期にわたって占拠し、雇用確保や組合活動の権利等を獲得していきました。～いった

いそこから何を「学ぶ」のか？ 同じような相談を受けたとして、私に何ができるのか、と考え

させられました。 
なお、以前から関心を持っていたことですが、産業別労働組合への再編については、実態とし

てどの程度進んでいるのかよくわかりませんでした。財閥系の大企業と中小企業との労働条件の

格差はいまだに著しいとのこと（賃金で言えば、中小企業労働者は大企業労働者の半分程度）。労

使の集団交渉を行っているということですが、どの程度実効性があるのか不明です。少なくとも、

労使の集団交渉で職種別賃金を決定するという形にはまだ至っていないという印象を受けました。

むろん、ヨーロッパのような歴史的・制度的保障がない中で、一から作り上げていこうというの

ですから、道半ばというのは当たり前と考えた方がよいのでしょう。        （ＯＨ） 
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～ 労働者の「草の根交流」宣言 ～ 
  
第二次世界大戦の終戦から70 年を迎える今年は、韓・日国交正常化から50 年でもある。にもかかわらず、

韓・日両国の間には未だ解決していない懸案として「歴史認識問題」や「領土問題」がある。 
 しかし労働者同士の交流においては、こういった「両国間の諸問題」は何ら障害にはならない。 
 25年前、アジアスワニー闘争を共に闘うことから始まった労働者の交流は、現在も途切れることなく継

続し、発展している。私たちはこの間の労働者交流を通じて、多くの事実を知った。 
 西大門の独立記念館では、日本帝国主義の侵略がどのように行われたか、日本大使館での定期水曜デモと

「戦争と女性の人権博物館」では、日本軍の性奴隷として拉致された女性たちの口惜しさと苦しみを、全羅

道の各地に今も残る日帝の侵略の痕跡からは、日帝の野蛮さと貪欲を・・・。 
 しかし、私たちはそのような場所で、私たちを非難する声を聞いたことは一度もない。いや、むしろ温か

く歓迎された記憶があるだけだ。 
 それはなぜか？ これらの事実が、戦争という、人間しか行わない愚かな行為が生んだ悲劇であることを、

私たちはお互いに良く理解しているからだ。 
 戦争を創り出すのは、飽くことをしらない貪欲に魂を奪われた資本家と、資本家の走狗と化した政治家た

ちである。 
 私たちは互いの交流を通じて、日本でも韓国でも、一所懸命生きている人間が、額に汗する労働者が、圧

倒的多数であることを知った。 
 韓・日両国の資本家と権力者は、構造改革路線の名のもとに規制緩和を推し進め、１％の金持ちの貪欲の

ために労働力を買い叩こうとしている。彼らが、私たち労働者の共通の敵であることは明白だ。私たち労働

者は国境を越えて連帯し、グローバルな搾取を進める勢力を追放し、人が人らしく、労働者が労働者らしく

生きていける社会を創り出さなければならない。 
 この間、私たちは相互訪問を繰り返し、闘争現場を訪れ、仲間を苦しめる資本家には一緒に抗議し、一緒

に汗と涙を流し、闘争に勝利すれば一緒に喜びを分かち合ってきた。 
 私たちはこの間積み重ねてきたこうした「お互いの顔と顔が見える」草の根交流を、私たちの共通の誇り

とし、大事に育てていくことを約束する。 
 私たちは人が人らしく生きていける未来を実現するために、その礎となる労働者の「草の根交流」を今後

より一層強固なものにするために、互いに奮闘することを宣言する。 
 
  2015年6月 11日 

全国民主労働組合総連盟 全北本部 
日韓民主労働者連帯 

 

全北日報に掲載された写真 
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「労働運動で社会を変える」という書物について 
この書物は、「本書は私の属する全国一般労働組合東京東部労働組合の活動についての報告と総

括である」と“はじめに”で述べられています。内容的には、東京東部労組の活動を通しての石

川さんの実践報告と組織活動の方向性と今後の視点といえます。 
石川さんは１９４２年生まれだから７３才、私は６７才、それぞれの人生をかけて労働運動を

突っ走ってきた世代です。何を次世代に伝えていくかという世代です。 
東京東部労組初代委員長の足立実さんとは、私も親しくお付き合いさせていただきました。す

ばらしい指導者であり、大いに学ばせていただいた階級闘争派の大先輩です。そのすばらしい労

働者魂の質を引き継ぎ、組織の量を発展させた中心が著者である石川さんたちです。 
「敢然と闘い敢然と勝利する」という東部労組の精神が、足立大先輩、石川さんらの世代、そ

して次世代にこれまた引き継がれています。この１０年間程の地域合同労組、地域ユニオン運動

では、注目され発展してきた労働組合の一つだと思っています。すでに多くの方々が、実践の書

として評価されています。私も基本的には同じです。 
これまでの階級的労働運動、とりわけ地域合同労組や総評の全国一般運動などで強調された「職

場活動と職場組織」、そのことを石川さんは“職場闘争”という形で意義と重要性として強調され

ています。 
 第２部“労働組合と職場闘争”の“第２章 職場闘争”の石川さんの主張に対して、私は少し

異論があります。石川さんが、兵頭淳史氏から引用している「特殊な専門的職種」は、全日本建

設運輸連帯労組近畿地方本部関西地区生コン支部（関生支部）のこと、大阪を中心とする近畿地

方の生コン業界を指していると思います。この生コン業界での闘い、その関連としての圧送業界

にも拡大している運動が「特殊」とされているところです。地域と業種・職種、産別への組織方

針です。関西生コン型運動の評価と、それを学び、他の業種・職種、産別にどう普遍化の努力を

するかという問題意識がないというのが残念に思うところです。 
 
第1部の“力の思想” 
地域合同労組、地域ユニオンの発展の可能性、展望・期待が様々な方から語られてずいぶん経

ちました。「まだ脆弱の域を脱していない」と、「『コミュニティ･ユニオン』の優位性を一般論と

して語る時代は終わっている」との石川さんの現状認識は同感です。 
その打開策として、東部労組の大量相談―大量組織化についての実践は優れています。この実

践方針は大賛成であり、労働組合がとりわけ多くの中小零細企業に働いている労働者と接触しな

ければならないという観点から、大量相談がスタートであると思います。 
「憲法があるから団結権が保障されているわけではない」も同感です。私は「活用」論と言っ

ていますが、団結組織、労資対等の団体交渉、対峙戦の行動と結びついた「活用する」活動です。

相談に訪れた労働者に「労働三権は、私たちの先輩たちが殺され血を流し勝ち取ってきたもので

す。われわれはそれを活用するのです」というようなアプローチのしかたです。 
 
３章の「中小零細・非正規労働者と地域ユニオン」では、石川さんは厚労省統計を紹介し、「日

本の労働者階級の下層を形成する中小零細企業と非正規雇用で働く労働者を合わせると４４００

書評  労働運動で社会を変える    石川源嗣著 １８００円＋税 

               発行所 世界書院 ０３－５２１３－３３４５ 
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万人（重複部分を含む）ほどで、日本の労働者全体の８割を超える」として、この層が地域合同

労組、地域ユニオンの組織化のおもな対象としています。私も、この点は同感です。 
また全国の各種のナショナルセンター別の全国一般、地域ユニオンの組織人数をあげ、これら

の総数が１０万人前後としています。そして労働運動再生の戦略的課題として「大企業職場が資

本に完全制圧されている以上、中小企業と非正規労働者が支配階級の弱い環を形成せざるを得な

い。しばらくはここを主戦場として闘い、大企業に攻め上がるしかない」とし、「大量の中小零細・

非正規労働者を労働組合に向かい入れ、全国に強大な地域合同労組、地域ユニオンを作り上げる

こと」としています。これも同感であり、大賛成です。 
１９８１年１月、総評の組織･理論面に関わっていた清水慎三氏は、労働情報誌で『「日本の労

働戦線の組織的空白地帯としての中小零細企業労働者群である」との認識を押さえて、「管理社会

に対抗する人間的自立」に価値を置きつつ、労働者の自己主張を中心に連帯の輪を広げる「自立

個人加盟労組」の創設』を提起しました。いわゆるゼネラルユニオン構想です。具体的な組織目

標として、第２次、第３次産業で大卒高卒の３５歳以下に照準を置き、戦前の個人加盟組合員の

４２万人を目標にと書かれていました。今から３０年以上前のことです。 
その後、総評が解散し連合が結成されました。経緯はともあれ、ゼネラルユニオンとして地域

合同労組、地域ユニオンの組織化の提起、取り組みは戦後労働運動の一貫した課題としてあった

と、私は思っています。 
私はこの事の実践として、新しい要素として関西生コン型運動を重要な柱にすえるべきだと考

え、小さな取り組みですが、管理職ユニオン･関西の中で職種グループの組織化を始めています。

関生支部等が呼びかけた“労働運動の再生をめざす懇談会”の業種・職種交流会に積極的に参加

しています。 
関生型運動は、反独占資本闘争として中小零細の生コン企業を協同組合へ組織し、労働組合が

主導権をもつ組織化戦略です。中小企業経営者に対する業界協同組合への組織化と労働組合の業

界･産別への組織化･共闘です。業界中小企業経営者との労働者への収奪に対する一面闘争、独占

からの収奪に対抗する一面共闘戦略です。 
 
“５ 私たちの教訓”、“第４章 労働相談と労働組合”は、東部労組の実践報告が語られてい

ます。読者の皆さんも労働現場での活動に大いに活かせてもらいたいと思います。 
石川さんは、労働相談で現れる問題が「労働者のもっとも差し迫った、精鋭な反映であり、時

代の最先端の労働問題が凝縮して出ているといえる。労働相談を通して日本の労働者の現状を知

る意義は大きい」といいます。ぜひ、読みこなして応用してもらいたいと思います。 
 
第２部“労働組合と職場闘争” 
 “第１章 なぜ労働組合か”では、組合作りの経験が書かれています。 
“第２章 職場闘争”、ここは石川さんに対して少し異論のあるところです。 

 職場で一人から複数へ、少数から多数への活動は当然必要であり、過去から行われてきたこと

であり、引き続き現場での闘争は活性化しないといけないと思います。 
私も個人加盟労組が、解決型労働組合で終ってはならないと考えて行動していますし、複数化

のオルグ活動や職場闘争を軽視するつもりもありません。石川さん同様、職場闘争は重要だと思

っています。 
 
“２ 職場闘争意義”で否定的に書かれている箇所が、石川さんと私が大きく異なる点です。
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石川さんは、兵頭淳史氏の「組合の組織原理と労働運動再生への戦略的視点」から引用して、「こ

の兵頭の認識と主張は、私たちの実感と合致している」（８０ページ）としています。この部分は、

私の異論の重要な部分ですので、以下、石川さんの引用部分を示します。本書の７８～８２ペー

ジです。 
『一部の研究者などには、そうした基盤として「職能」や「職種」に期待する見解もあるよう

です。しかし、今日の日本の産業社会において、「職能」や「職種」が、労働者の連帯の土台とな

る共通のアイデンティティを提供し、恒常的に経営者と対峙し交渉する単位を形成する条件は、

労働供給を労働者集団自身がコントロールしうる可能性のあるようなごく限られた特殊な専門的

職種を除けば、残念ながら存在しません。したがって、最終的にめざすべき労働組合組織のあり

方が、個人個人が産業レベルの組織に加盟する産業別単一組織であるとしても、労働組合運動の

再生・強化へむけてのプロセスにおいて、職場（中小企業においては、しばしばそれは企業と同

義になります）に基礎をおく組織化・組織強化を迂回する道はありません。「企業別労組は好まし

くない組織原理である」という命題から、企業や職場を単位とする組合組織や交渉ユニットは存

在すべきではなく、これからの労働組合の基礎組織は地域や職種にのみもとづく組織であるべき

だという結論を導く考え方が存在しますが、このような考え方は現実から遊離したものであるこ

とを認識しておくべきでしょう。』 
石川さんが、兵頭氏から引用している「特殊な専門的職種」は、先にも述べました関西生コン

支部のことです。大阪を中心とする近畿地方の生コン業界を指していると思います。この生コン

業界とその関連としての圧送業界にもこの運動が拡大しています。全港湾の大阪支部も中央レベ

ルで雇用･労働条件で産別協定を業界と結んでいます。こうした関西生コン支部や、全港湾の実

績・成果を拡大し普遍化する組織戦略こそ必要なのだと、私は思っています。 
関西生コン支部を少し紹介しておきます。 

 組織の特質は、純粋な個人加盟ユニオンであることと、組合の決定権の所在にあります。関西

生コン支部は「決定権をもつ統一的指導機関」であるとしています。欧米の労働組合もまた末端

の組織ではなく、これらの上部の組織に執行権・財政権・人事権が集中しています。生コン業界

全体の経営者を相手にして、強力な産業別統一闘争を展開していくことができるその組織的保障

が、企業単位の分散性を排する支部の統一的指導性なのです。 

 第二は、関西生コン支部の運動についてです。ヨーロッパ型ユニオンの運動と同じように、企

業横断的な労働条件を設定し、到達闘争から基準を業界の各企業がそろえることを強制させてい

こうとすることです。そのために集団交渉を行い、ストライキを展開してきました。職種別賃金

という基準を設定し、これに各企業が合わせるようにさせるために集団交渉方式を追求してきた

のです。 
 第三は、事業協同組合と労働組合との関係についてです。重層的下請構造や背景資本による個

別企業の支配などによって、大企業の中小企業に対する収奪構造が存在します。また新規参入な

どによって過当競争が引き起こされ、そのなかで中小企業の経営基盤は極めて脆弱です。このよ

うな経営環境のもとで中小企業労働者の大幅な労働条件の向上をはかるためにはどのような方法

があるのかという問題追求の結果なのです。 

大企業に挟撃される形の生コン業界が生き残るには、中小企業が結束する以外にないのです。

その方法が中小企業協同組合です。関西の生コン企業は、協同組合をつくって「共同受注」と「共

同販売」を追求してきました。ゼネコンからの生コンの受注は協同組合が共同して受けます。そ

して、協同組合が販売価格を設定して、ゼネコンに「共同販売」をします。これは独占禁止法に

違反しません。 
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関西生コン支部は経営者に生コンの安値販売を阻止するには、協同組合という方式によって「企

業間競争の規制」を実現する以外にはないことを闘争と説得によって理解させてきました。一面

闘争・一面共闘です。この経営基盤の安定によって賃上げの原資を確保することができます。そ

の闘い・運動の結果が、今日の関西地方における生コン労働者の労働条件と社会的地位の向上を

もたらしたのです。 
 
“第３部 労働組合を考える”では、金属機械労組港合同田中機械支部大和田委員長のことが

取り上げられています。 
いまは亡き大和田幸治さん著の「企業の塀をこえて」（２００１年１２月発行）の中で、地域拠

点活動の基本を述べています。『われわれのめざす地域合同労組と「地域ユニオン」と呼ばれてい

る個人加盟の地域労組との違いは、拠点をつくるという方針をもっているかどうかというところ

にあります。たしかに地域ユニオンは、解雇だとか権利侵害とかに直面した労働者を救済すると

いう活動をしています。しかし、それだけであれば、単なる駆け込み寺です。有効な戦略・戦術

を立てて大きな敵に立ち向かったり、敵の攻撃の根源に向けて闘っていくことはできません。ま

た、労働者個人の相談を受けていくと組織は何十人、何百人となっていくけれども、人数が増え

れば増えるほど、オルグが一人のままだと組織を維持し、有効な闘いを組んでいくことができな

いという矛盾を抱えます』、『地域合同労組を「駆け込み寺」にとどめるのではなく、《闘いの砦》

にするということです。一般的に労働組合の強さ・弱さは、主体的立場を堅持して活動するオル

グの質と数、労働者の連帯感とその意識性、財政・統率力と闘争的結集力で判断できるといえま

す』とあります。 
石川さんと同様、駆け込み寺、解決型ユニオンにとどまらず、組織するユニオンとして大いに

学ばなければとされているし、私も同感です。 
“第２章 御用組合と闘う”は、石川さんの豊富な体験には及びませんが、私も体験がありま

す。大いに参考にすべきだと思います。 
 
“第４部 労働組合で社会を変える“ 
 ここは、対談形式です。石川さんの東部労組加盟から専従書記長に、東部労組を一躍全国に有

名にした大久保製壜闘争、労働相談活動が語られています。社会変革における労働組合運動の戦

略の問には、組織内の労働学校でマルクス、レーニンの活用、ストライキ闘争、ロシア革命や中

国革命における闘争形態や組織形態から学ぶ必要性が示されていますが、具体的なカリキュラム

は残念ながらよくわかりません。 
 今後の方向としては、「連合内部の良心的な仲間が力を持ち、闘いを起こし、労働者の利益を守

ることのできる労働組合に変えることを心から願っています」と希望を語り、「支配階級の弱い環

を形成している中小企業と非正規労働者の領域が主戦場」とされています。 
 労働運動の危機打開のカギと東部労組の経験から、「労働者の認識」「労働者の現状に合致した

運動と組織」「労働相談活動」「職場闘争」の４つについて語られています。石川さんが全国に講

演に引っ張りだこのエキスです。 
労働運動の弱体、停滞局面にあって、中小零細企業での労働運動、非正規労働者の組織化に活

かし学ぶ点が多く語られています。とにかく読んで活用してください。 
                    ２０１５年５月２０日 

管理職ユニオン･関西  書記長 仲村実 
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第 5 回兵庫県組合員交流会報告 
組合員ＫＴ 

 
6 月 13 日（土）14 時より 5 回目の交流会が行

われました。昨年 7 月の第 2 回以来、約 1 年ぶり

に神戸三宮の勤労会館にて仲村書記長を始め 8 名

が参加しての開催となりました。 
ＫＢさんの司会進行で始まり、まず自己紹介と

現状報告がなされました。この 10 年間でわずかな

昇給額にとどまっている人、昨年度の業績がよい

ため、決算賞与支給予定の人、未払残業代を労働

審判で獲得できたものの、その支払い方法を給料

の形にすることにより社会保険料や税金の負担を強いられるなどの嫌がらせを受けている

人、など様々でした。 
各人の報告に対して参加メンバーからは質問が、特に理不尽な扱いを受けていると感じら

れる部分については熱い意見を交わし、今後の対策などを話しました。 
 この交流会での主要報告は、ＫＭ委員長が勤務する大手アパレルメーカーＷ社における

大規模なリストラ問題です。 
繊維業界の不況が主な要因で業績悪化に伴いＷ社は 500 店舗の閉店を新聞紙面で発表し、

500 名の希望退職者を募り 9 月末をメドに人員削減の予定です。退職に応じた人には割増

で退職金を支払われますが一般的な割増金額と比べてどうなのでしょうか？今後の人生の

ある程度の補償額になっているのでしょうか疑問です。 
もし 500 名に満たない場合は指名解雇が予想されます。指名解

雇は希望退職とは違います。希望退職の定義を真摯に行うのが会

社であり、それの遵守を見極めるのが社内労組であるべきです。

ＫＭ委員長によるとあまり機能していないようで、目の前に迫っ

た問題に素早く対応ができていない事にもどかしさを感じているようでした。 
そこで参加メンバー全員で管理職ユニオン・関西加入の呼びかけ、労働問題の相談の場

をつくってはとの協議をいたしました。 
 今回使用した部屋は初めての和室で参加メンバーは、ひじ掛け付きの座椅子に腰かけて

終始リラックスモードでした。リストラと言う深刻な問題にも暗くならずに活発な議論が

でき、その雰囲気のよさに思わず時間を過ぎるのも忘れるほどでした。 
終了後はＪＲ三ノ宮駅近くの焼き鳥屋で乾杯をし、今後の英気を養いました。 

次回の交流会は 9 月 12 日（土）に開催されます。主要テーマは「定年

後の社会保険・税務の実務」と題し、組合員のＩさんが自らの経験を元に

解説していただけます。 
定年退職者以外の方にとっても、大いに参考になる内容が予想されます

ので次回の開催に向けて呼びかけを行う予定です。ぜひ多くの方の参加をお願いします。 
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組合事務所界隈から始めた安い・旨い・ユニークなお店を紹介する勝手なペー

ジです（笑）一度、騙されたと思っていってみて!(^^)! 
今回は、串揚げ 七福神、２度つけ禁止 旨い・・ 

環状線天満駅より 

ぶらり居酒屋呑みログ 

連載企画 9 
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～メタボ解消！ 遊歩会～ 

京都・伏見～酒蔵巡りの旅 
 日時：7 月 11 日（日）10 時 
 場所：近鉄丹波橋駅駅改札集合（京阪丹波橋と陸橋でつながっています） 
 予定コース：御香宮神社～伏見大手筋商店街～竜馬通り（竜馬館、寺田屋） 

～黄桜記念館～月桂冠大倉記念館 
 
 伏見は灘（兵庫県）と並ぶ酒どころ。もともとは「伏水（ふしみず）」 
という文字が当てられており、字が示す通り、豊かな伏流水に恵まれ 
ています。この水と京都盆地特有の冬の寒暖差が酒造りの伝統を育み 
ました。猛暑の時、冷酒をたしなみながら、伏見の街を軽く散歩。幕 
末動乱で有名な寺田屋にも立ち寄る予定です。ぜひ、ご参加を！ 

今回の企画は、次期リーダーと噂されているＨＲさんの強力な後押しで実現しました。 

 ※昼食は大手筋商店街のお店に入る予定なので、弁当不要 

～メタボ解消！ 遊歩会～ 

リベンジ企画 織姫伝説の地 交野山を訪ねる 
 日時：9 月 13 日（日）10 時 
 場所：ＪＲ学研都市線津田駅改札 

交野山(正式呼称こうのさん)は標高 341m の低山。登りやす 
い上に、頂上には磐座があり、大阪平野が一望できるロケー 
ション。古代より天空への廻廊とされ、星の神の天降る山と 
して、日本における七夕伝説発祥の地となりました。ホンの 
一時、メタボな自分を忘れ、「おりひめ」と「ひこぼし」になっ 
た気分に浸りましょう！ 

注意！ 

スポーツ交流会 （担当執行委員 Ｉ） 

前回の卓球に続き、今回はソフトボールをします。北大阪合同労組との交流戦になる

か、それとも私たちのユニオンの練習になるかは未定です。 

今から、予定に入れておいてください。組合員の皆さんのご参加よろしくお願いしま

す。ソフトボールとバットは、組合事務所にありますが、各自グローブは用意ください。 

日時 ７月２５日（土）午後３時～５時 

場所 下福島運動場第１グラウンド（福島区福島 4-1 下福島公園内） 

※持ち物  お茶、タオル、運動靴、着替えたい方は着替えなどご持参下さい。 
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～組合作りを学ぶ～櫻宮化学組合結成秘話 
講師：小熊さん（全日建関生支部櫻宮分会） 
日時：7 月 18 日（土）15 時～17 時 （終了後交流会予定） 
場所：ユニオン事務所 
 
 櫻宮化学分会とは、今年の春合同花見会を開催し、交流を深めてきました。そうした

交流の上に、この度分会の中心メンバーの一人である小熊さんを招き、お話をしていた

だくことになりました。小熊さんらは、櫻宮化学株式会社において組合を立ち上げ、そ

の後闘う組合を求めて関西生コン支部に加盟。現在も、労働条件の改善等に取り組んで

います。当組合でも、職場に根を張った分会づくりが大きな課題となっています。是非、

ご参加ください。 

～労働運動史を学ぶ～全港湾大阪支部の歩み 
講師：馬場徳夫さん（全港湾大阪支部元委員長） 

日時：7 月 28 日（火）19 時～21 時（終了後交流会予定） 

場所：ユニオン事務所 

 

 全港湾の正式名称は、全日本港湾労働組合。港湾労働者が全国で組織している産業別

労働組合です。全港湾を中心とした産別共闘の強力な交渉力を背景に、港湾労働者の労

働条件を引き上げてきました。企業内組合が主流の日本では例外的な存在。馬場さんは

その大阪支部の中心メンバーとして活躍されてきました。今後の労働運動の在り方を考

えるうえでも、貴重なお話を伺えると思います。是非ご参加ください。 


